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第２章 消費者行政を取り巻く現状と課題  
 

１ 国・広島県の状況  

(1)  国の消費者行政の動き 

国においては、消費者問題の複雑化により、複数の省庁にまたがる事案や、ど

の省庁にも属さないすき間事案、食の安全・安心を揺るがす事件や高齢者の資産

を狙った悪質商法が多発したことなどを踏まえ、「消費者保護基本法」から「消費

者基本法」への改正が行われ（平成１６年（２００４年）６月２日公布・施行）、

従来の消費者保護政策から、「消費者の権利の尊重」と「消費者の自立の支援」を  

基本理念とする消費者政策への転換が行われました。 

その後、国における消費者行政全体の司令塔として機能することを目的とした

消費者庁が、平成２１年（２００９年）９月に発足し、平成２２年（２０１０年）

３月には、①消費者の権利の尊重と消費者の自立の支援、②地方公共団体、消費

者団体等との連携・協働と消費者政策の実効性の確保・向上、③経済社会の発展

への対応、を基本的方向として、新たな「消費者基本計画」が策定されました。  

  

(2)  広島県の消費者行政の動き 

広島県においても、消費者を取巻く環境の変化に対応するために「広島県民の消  

費生活の安定と向上を促進する条例」の改正を行い（平成１７年（２００５年）４

月１日施行）、消費者の権利を明記するとともに、その尊重と消費者の自立支援を基

本とし、消費者施策を推進しています。また、平成２３年（２０１１年）２月に、

全庁を挙げて取り組む消費者行政の総合計画となる「広島県消費者基本計画」を策

定し、関係機関との連携のもとに、県民の消費生活の安全・安心の確保を図ってい

ます。 

 

２ 広島市の状況 

(1)  広島市消費生活条例の制定等 

高齢化、グローバル化、高度情報化の進展に伴う消費者トラブルの多発とそれに伴

う被害が深刻化する中、消費生活の安定と向上を図るため、迅速かつ的確な対応が求

められ、平成１８年（２００６年）１０月、広島市は、被害の防止策や救済策などを

具体的にまとめた「広島市消費生活条例」を制定しました。従来は、不当な取引行為

を行った事業者への調査や指導などは、法令や県条例により国や広島県が行い、広島

市は消費者トラブルに関する相談を通じて主に助言を行っていましたが、広島市消費

生活条例の施行により、条例に違反した疑いのある事業者を、広島市が直接調査し、

被害の発生・拡大を防止するために必要な措置をとるよう指導や勧告を行った上で、

指導・勧告に従わない事業者の名称を公表することができるようになったことで、強



3 

 

力な行政指導が行えるようになりました。 

平成２４年（２０１２年）３月には、広島市消費生活条例を改正し（平成２４年（２

０１２年）４月１日施行）、消費者施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、消費

者施策の推進に関する基本的な計画を定めることを規定し、今回、広島市において、

初めてとなる消費生活基本計画を策定することとしました。 

 

 (2)  広島市における消費者問題の現状と課題 

この計画を策定するにあたって、広島市の消費生活相談の現状を踏まえるととも

に、平成２２年（２０１０年）２月から３月にかけて、消費者（６，０００人）及

び事業者（１，５００社）を対象とした「消費者問題についての消費者･事業者の意

識と行動に関する調査(消費生活アンケート調査)」（以下「消費生活アンケート調査」

という。有効回答数：消費者２，５１８人、事業者４６０社）を実施し、広島市に

おける消費者問題の現状と課題について、次のとおり分析しました。 
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ア 消費生活センターの相談状況から読み取れる主な課題 

(ｱ) 全相談件数の推移 

消費生活センターの前身である消費生活情報センター設置の翌年、昭和５０年

度(１９７５年度)には７８７件だった広島市の相談件数は増加の一途をたどり、平

成１６年度（２００４年度）には２０，５８７件に達しました。その後の相談件

数は総数では減尐傾向にあるものの、長期的に見ると、「架空請求・不当請求」を

除いた相談件数は、増加傾向にあります。 

平成２３年度（２０１１年度）に消費生活センターに寄せられた相談件数は、

９，２２２件で、平成２２年度（２０１０年度）に比べると２０６件（２．３％）

の増加となり、架空請求・不当請求を除いた相談件数も７，８６０件で、平成２

２年度（２０１０年度）に比べると１４１件（１．８％）増加しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

課題１ 

今後も、架空請求・不当請求を除いた相談件数は増加すると考えられ、

身近で気軽に相談できる消費生活センターを目指し、相談体制の充実を図

る必要がある。 

   

架空請求・不当請求を除いた件数 総件数
平成１４年度
(2002年度)

7,662 6,324

平成１５年度
(2003年度)

14,157 5,987

平成１６年度
(2004年度)

20,587 6,288

平成１７年度
(2005年度)

15,445 7,424

平成１８年度
(2006年度)

11,715 7,601

平成１９年度
(2007年度)

10,986 7,420

平成２０年度
(2008年度)

9,881 7,720

平成２１年度
(2009年度)

9,336 7,908

平成２２年度
(2010年度)

9,016 7,719

平成２３年度
(2011年度)

9,222 7,860
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(2008年度)
平成２１年度

(2009年度)
平成２２年度

(2010年度)
平成２３年度

(2011年度)

総件数

架空請求・不当請求を除いた件数

図表１．消費生活相談の推移 

件 
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(ｲ) 相談に係る契約当事者の年齢別割合 

平成２１年度(２００９年度)において、全相談件数のうち、６０歳以上の高齢

者の割合が初めて３割を超え、近年、その割合は急増しています。一方で、その

他の年代は横ばいか減尐傾向にあります。 

 

    図表２．年齢層別相談件数                   （単位：件） 

区分 
平成 20 年度 

（2008 年度） 

平成 21 年度 

（2009 年度） 

平成 22 年度 

（2010 年度） 

平成 23 年度 

（2011 年度） 

２０歳未満 
３０１ 

 （３．９％） 

２７０ 

 （３．７％） 

３２８ 

 （４．７％） 

３２３ 

 （４．５％） 

２０歳代 
１，２８５ 

（１７．０％） 

１，０１７ 

（１４．２％） 

９３３ 

（１３．１％） 

８９７ 

（１２．６％） 

３０歳代 
１，６２３ 

（２１．４％） 

１，４３１ 

（２０．０％） 

１，２５１ 

（１７．７％） 

１，２１５ 

（１７．１％） 

４０歳代 
１，２４７ 

（１６．５％） 

１，１７５ 

（１６．３％） 

１，１５３ 

（１６．３％） 

１，１９４ 

（１６．７％） 

５０歳代 
１，０８２ 

（１４．３％） 

１，００８ 

（１４．０％） 

９２４ 

（１３．０％） 

９０６ 

（１２．７％） 

６０歳以上 
２，０２５ 

（２６．９％） 

２，２８６ 

（３１．８％） 

２，４９８ 

（３５．２％） 

２，５８０ 

（３６．４％） 

年齢不詳 ２，３１８ ２，１４９ １，９２９ ２，１０７ 

合計 ９，８８１ ９，３３６ ９，０１６ ９，２２２ 

(参考)６０歳以
上の人口構成比 

（２６．３％） （２７．２％） （２７．９％） （２８．４％） 

※「(参考)６０歳以上の人口構成比」は、各年度末の住民基本台帳による登録人口の比率である。 

※件数の構成比（％）は、年齢不詳分を除いた比率 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

課題２ 

年齢等消費者の特性に応じた消費者被害の未然防止・拡大防止対策を強

化していく必要がある。特に６０歳以上の高齢者の消費者被害の防止が重

要である。 
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（参考） 

図表３．平成 21 年度（2009 年度）の消費者被害件数（推定） 

区 分 

消費生活セ

ンターへの

相談件数

(件) Ａ 

消費者被害

に遭った

際、どこか

に相談した

人の割合

(%) Ｂ 

消費者被害に遭
った際どこかに
相談した人のう
ち、本市消費生
活センターに相
談した人の割合
(%) Ｃ 

推定発生

件数（件） 

Ｄ 

構成比 

（%） 

人口構成

比（％） 

２０歳未満 270 20.0 50.0 2,700 5.4  19.5 

２０歳代 1,017 25.6 30.6 12,983 26.2  11.6 

３０歳代 1,431 34.7 45.2 9,124 18.4  15.9 

４０歳代 1,175 37.7 54.6 5,708 11.5  13.3 

５０歳代 1,008 37.2 56.5 4,796 9.7  12.4 

６０歳以上 2,286 35.4 45.3 14,255 28.8  27.2 

年齢不詳 2,149 35.0 48.4 12,686 ― ― 

合計 9,336 ― ― 62,252 100.0  100.0 

※１ 消費生活アンケート調査による。 

 ２ 「構成比」は、年齢不詳分を除いた比率 

 ３ 人口構成比は、住民基本台帳の登録人口（平成 22 年（2010 年）3 月末日）による。 

 ４       Ｂ     Ｃ 
   Ｄ＝Ａ÷    ×     
         １００  １００ 
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(ｳ) 相談の対象商品・サービスと年齢別の特徴 

平成２３年度（２０１１年度）の相談で最も多かったのは、「架空請求・不当請

求」で１，３６２件、続いて多いものから順に敷金返還トラブルなどに代表され

る「レンタル・リース・貸借」（７５２件）、融資サービスなどに代表される「サ

ラ金・クレジット等」（６６５件）、出会い系サイトなど「サクラサイト」の被害

に代表される「通信情報提供サービス」（４９０件）となっています。「サラ金・

クレジット等」の相談件数の減尐により、「レンタル・リース・貸借」が順位を上

げています。「架空請求・不当請求」や「サラ金・クレジット等」は減尐傾向で、

「通信情報提供サービス」は近年増加傾向にあります。 

 

図表４．相談の対象商品・サービス上位５位の内訳         （単位：件） 

平成２3 年度
（２０１1 年
度）の順位 

区    分 
平成 20 年度 

（2008 年度） 

平成 21 年度 

（2009 年度） 

平成 22 年度 

（2010 年度） 

平成 23 年度 

（2011 年度） 

１ 架空請求・不当請求  ２，１６１ １，４２８ １，２９７ １，３６２ 

２ レンタル・リース・貸借     ７６１   ７７１  ７４９  ７５２ 

３ サラ金・クレジット等  １，３２５   ９７８  ９４９  ６６５ 

４ 通信情報提供サービス     １８６   ２７０  ３１８  ４９０ 

５ インターネット通信サービス※       １１７ １７４ ２４８ 

（６位以下の小計） （５，４４８） （５，７７２） （５，５２９） （５，７０５） 

 合  計 ９，８８１ ９，３３６ ９，０１６ ９，２２２ 

※平成２１年度（２００９年度）に新設された分類 

 

「架空請求・不当請求」を除き、年齢別に見ると、２０歳未満は、出会い系サ

イトなど「サクラサイト」の被害に代表される「通信情報提供サービス」、２０歳

代及び３０歳代では賃貸住宅に係る敷金返還トラブルなどに代表される「レンタ

ル・リース・賃借」、４０歳代から６０歳代では融資サービスなどに代表される「サ

ラ金・クレジット等」、７０歳代以上は社債や未公開株の被害に代表される「預貯

金・証券等」が第１位となっています。また５０歳代までの若い年齢層では、「通

信情報提供サービス」が３位以内に入っており、件数も増加傾向にあります。 

 

 

 

 

 

課題３ 

パソコンや携帯電話などの急速な普及に伴い、出会い系サイトなど「サク

ラサイト」の被害をはじめ、インターネット関連の消費者トラブルが急増

しており、これらの消費者被害の未然防止に係る啓発に力を入れる必要が

ある。 



8 

 

(ｴ)  相談の内容別の傾向 

消費生活センターに寄せられた相談を相談内容別に見ると、取引に関する相談

である「契約・解約」（平成２３年度（２０１１年度）５，７８４件）が最も多く、

次に多いのは、同じく取引に関する相談である「販売方法」（平成２３年度（２０

１１年度）４，１７６件）であり、ここ数年間、同様の傾向です。 

「価格・料金」に関する相談（平成２３年度（２０１１年度）２，１２７件）

は、２年前（平成２１年度（２００９年度）９７５件）の約２．２倍になってい

ます。 

「安全・衛生」（平成２３年度（２０１１年度）２３５件）が問題となっている

相談については、ここ数年間、増加傾向にあります。「安全・衛生」のうち、相談

の対象商品・サービスで最も多いのは、保健衛生品、次いで食料品です。「品質・

機能・役務品質」は、保健衛生品、教養娯楽品（パソコン、携帯電話など）、レン

タル・リース・賃借の順で多くなっています。 

 

図表５．相談の内容別上位３位の内訳              （単位：件） 

順位 区分 
平成 21 年度 

（2009 年度） 

平成 2２年度 

（2010 年度） 

平成 2３年度 

（2011 年度） 

１ 取引 

契約・解約 ６，１９０ ５，７５１ ５，７８４ 

販売方法 ３，６２８ ３，７９４ ４，１７６ 

計 ９，８１８ ９，５４５ ９，９６０ 

２ 価格・料金 ９７５ １，４５１ ２，１２７ 

３ 
安全・ 

品質 

安全・衛生 １９８ ２４２ ２３５ 

品質・機能 

・役務品質 
１，３３３ １，１５０ １，１７７ 

計 １，５３１ １，３９２ １，４１２ 

※１件の相談が複数の区分にまたがるものがある。 

※平成 21 年度に内容別分類方法の見直しを行ったため過去３年間の数値で比較している。 

 

 

 

 

 

 

課題４ 

消費生活センターに寄せられる相談を相談内容別に見ると、「取引」、「価

格・料金」、「安全・品質」に関する相談が多い。そのため、事業者を対象

とした啓発を推進するとともに、事業者指導を強化していく必要がある。 
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   (ｵ) 消費生活センターの相談対応 

平成２３年度（２０１１年度）にセンターがあっせんに入った相談の件数は５

２８件となり、平成２２年度（２０１０年度）に比べて４６件（９．５％）増加

しました。あっせん解決率は、１．６ポイント減尐したものの、９０．３％と依

然として９割以上の解決率を維持しています。なお、あっせん率（相談件数に占

めるあっせんの比率）は、平成２０年度（２００８年度）以降５％台で推移して

います。近年、出会い系サイト等のあっせんが増加しており、あっせんの困難度

が増しています。 

 

図表６．あっせん件数の推移                    （単位：件） 

区 分 
平成２０年度 

(2008 年度) 

平成２１年度 

(2009 年度) 

平成２２年度 

(2010 年度) 

平成２３年度 

(201１年度) 

あっせん件数 545 523 482 528 

内

訳 

解決したもの 
495 

( 90.8％) 

460 

( 88.0％) 

443 

( 91.9％) 

477 

( 90.3％) 

不調となったもの 
50 

( 9.2％) 

63 

( 12.0％) 

39 

( 8.1％) 

51 

( 9.7％) 

（ ）内の数値は合計に対する割合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

課題５ 

消費者を取り巻く環境の変化に伴い、消費生活相談の内容も複雑化・

多様化し続け、消費生活センターに寄せられる相談について、消費者と

事業者との間に相談員が入って調整するあっせんの困難度が増してきて

いる。そのため、相談員の相談対応能力の更なる向上及び相談機関等と

の連携により、あっせんを行っていく必要がある。 
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(ｶ)  その他 

ａ 特殊販売に関する相談の傾向 

特殊販売（訪問販売や通信販売等の店舗によらない販売形態）に関する相談件

数は、平成２０年度（２００８年度）を底に増加に転じ、平成２３年度（２０１

１年度）は平成２２年度（２０１０年度）に比べて４１８件増加し、３，０６４

件となっています。 

販売方法別に見ると、契約を結んでいないのに商品を勝手に送り、商品の代金

を請求してくる「ネガティブオプション」と「その他無店舗販売」以外は全て増

加しています。インターネットによる取引の普及を背景に、「通信販売」の相談件

数（平成２３年度（２０１１年度）１，３８８件）の増加が顕著で、３年前の数

値と比較すると約１．６倍の相談件数となっています。「訪問販売」の相談件数（平

成２３年度（２０１１年度）７４１件）は、平成２１年度（２００９年度）まで

減尐傾向でしたが、平成２２年度（２０１０年度）以降は微増で推移しています。

販売組織に加入した消費者が別の消費者を勧誘する「マルチ販売」については、

平成２２年度（２０１０年度）まで減尐傾向にありましたが、平成２３年度（２

０１１年度）は微増となっています。 

 

図表７．特殊販売における販売方法別内訳             （単位：件） 

区     分 
平成２０年度 

(2008 年度) 

平成２１年度 

(2009 年度) 

平成２２年度 

(2010 年度) 

平成２３年度 

(2011 年度) 

特  殊  販  売 （ Ａ ） ２，４０７ ２，５３３ ２，６４６ ３，０６４ 

 訪問販売 ７４７ ７３２ ７３７ ７４１ 

 通信販売 ８９５ ９６２ １，０６０ １，３８８ 

 マルチ販売 １８４ １５９ １１３ １２３ 

 電話勧誘販売 ５１１ ５８１ ６４１ ７３７ 

 ネガティブオプション(送りつけ商法) ２０ ２５ ３４ ２０ 

 その他無店舗販売 ５０ ７４ ６１ ５５ 

架空請求・不当請求を除いた相談件数（Ｂ）  ７，７２０ ７，９０８ ７，７１９ ７，８６０ 

特殊販売件数の割合  (Ａ /Ｂ )  ３１．２％ ３２．０％ ３４．３％ ３９．０％ 

 

 

 

 

 

 

課題６ 

特殊販売に関する相談について、販売方法別に見ると、「通信販売」、「電

話勧誘販売」に関する相談が増加傾向にある。そのため、重点的な啓発を

していく必要がある。 
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    ｂ 多重債務相談 

多重債務に関する相談は、平成２３年度（２０１１年度）は４０５件で、そのう

ち１８６件を弁護士等の法律専門家に引き継ぎました。相談件数は、平成２２年度

（２０１０年度）の５４４件に比べ減尐したものの、来所相談のうち、法律専門家

へ引き継いだ割合は、平成２２年度（２０１０年度）と同じ９８．４％でした。消

費生活センターに寄せられる商品・サービス別に見た相談件数において、架空請

求・不当請求を除くと、近年、多重債務を含めた「サラ金・クレジット等」が第１

位又は第２位を占めています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

課題７ 

相談件数は減少傾向にあるものの、多重債務者が依然として多く存在する

中、関係機関等と連携し、引き続き、多重債務相談体制の充実に努める必

要がある。 
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イ 消費生活アンケート調査の結果から読み取れる主な課題 

(ｱ)  消費者被害の状況 

ａ 消費者被害に対する不安 

消費生活アンケート調査（消費者対象）によると、５３．７％の市民が自分は

消費者被害に巻き込まれないだろうと思っています。 

 

 図表８．[消費者アンケート問８] 現在、あなたは、消費者被害に巻き込まれる 

可能性が大きいと思いますか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｂ 消費者被害の実態  

消費生活アンケート調査（消費者対象）によると、消費者トラブルの原因とな

った商品・サービスに支払った金額は、「1～50,000 円」（２４．３％）、被害額（被

害者が被害を受けたと思う額）は「1～50,000 円」（１５．３％）が最も多い結果

となっています。 

消費者被害に遭った際の相談先は、広島市消費生活センターが最も多く、    

４８．４％であり、そのうちの７０．９％が満足のいく内容で解決しています。 

消費者被害に遭った際に、どこにも相談しなかった人は４１．１％であり、特に、

男性や若者について、相談しない傾向が強く見られました。相談しなかった理由は、

「面倒だったから」が２８．５％で最も多く、次に「被害額が尐なかったから」（２

３．７％）、「自分で解決できると思ったから」（２３．４％）といった自発的な判

断による理由が続きますが、「どこに相談したらよいのか分からなかったから」（２

２．０％）、「相談しても解決しないと思ったから」（２０．３％）という理由も上

課題８ 

消費者被害はいつでもどこでも誰にでも起こりうるものであること

を、幅広い消費者に対して、啓発をしていく必要がある。 

 

34.9%

4.2%
7.1%

53.7%

思う

思わない

その他 無回答
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位３項目と同様に多い結果となっています。 

 

図表９．[消費者アンケート問１９] 消費者被害にあった際の相談 

41.1%

18.6%

40.3%

相談した

相談しなかった

無回答

 

〔男女別〕 

回答数 比率 回答数 比率 回答数 比率 回答数 比率

１．相談した 469 18.6% 169 16.5% 298 20.1% 2 16.7%

２．相談しなかった 1,035 41.1% 477 46.5% 554 37.4% 4 33.3%

無回答 1,014 40.3% 380 37.0% 628 42.4% 6 50.0%

合計 2,518 100.0% 1,026 100.0% 1,480 100.0% 12 100.0%

選択項目
総計 男性 女性 無回答

 

〔年代別〕 

回答数 比率 回答数 比率 回答数 比率 回答数 比率 回答数 比率 回答数 比率 回答数 比率 回答数 比率 回答数 比率

１．相談した 469 18.6% 4 9.5% 36 17.7% 84 20.2% 77 21.4% 108 23.8% 100 16.3% 59 13.9% 1 14.3%

２．相談しなかった 1,035 41.1% 26 61.9% 124 61.1% 208 50.1% 171 47.5% 188 41.5% 196 32.0% 121 28.5% 1 14.3%

無回答 1,014 40.3% 12 28.6% 43 21.2% 123 29.6% 112 31.1% 157 34.7% 317 51.7% 245 57.6% 5 71.4%

合計 2,518 100.0% 42 100.0% 203 100.0% 415 100.0% 360 100.0% 453 100.0% 613 100.0% 425 100.0% 7 100.0%

無回答４０代 ５０代 ６０代 ７０歳以上
選択項目

総計 １０代 ２０代 ３０代

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

課題９ 

少額被害の場合、被害者が男性や若者の場合には、消費者被害に遭って

も消費生活センター等に相談をしない傾向がある。こうした場合でも、消

費者が気軽に立ち寄れるよう、消費生活センターの利用者の満足度が高い

状況を積極的に周知するとともに、消費者が相談して良かったと感じても

らえる消費生活センターを目指すことが必要である。 
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64.7%

39.0%

35.0%

34.1%

33.3%

32.0%

21.2%

19.3%

1.8%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0%

事業者がもうけ主義に走り、消費者の利益を後回しにする

行政が事業者にする取締りを強化しない

事業者に最初からだまそうという悪意がある

消費者が商品の購入やサービスの利用に当たって、十分注意をしない

消費者が消費生活に関する情報に関心を持つ度合が低い

事業者が商品やサービスについて、十分な説明をしていない

消費者が誰にも相談せず、自分一人で解決しようとする

行政の消費者施策が十分でない

その他

Ｎ＝2,518

ｃ 消費者問題の発生原因  

消費生活アンケート調査（消費者対象）によると、過去 1 年間で、市民の１７．

２％が消費者被害を経験しています。被害の内容は、食料品に関するもの（ニセ

モノ、欠陥品、量や質、性能や効果などが違ったなど）が最も多くなっています。

また、消費者問題の発生は、事業者の意図的な姿勢（「事業者がもうけ主義に走り、

消費者の利益を後回しにする」（６４．７％）、「事業者に最初からだまそうという

悪意がある」（３５．０％））と「行政による取締りが強化されていない」（３９．

０％）ことが原因と考える市民が多い結果となっています。 

 

図表１０．[消費者アンケート問３] 消費者問題の発生原因について(複数回答あり） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

課題１０ 

事業者に対する指導を強化するとともに、事業者にコンプライアンス（法

令遵守）の推進を働きかける必要がある。特に食料品に関する対策につい

て検討していく必要がある。 
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ｄ 消費者問題で消費者が関心のある分野 

消費生活アンケート調査（消費者対象）によると、市民の８１．８％が消費者

問題に関心を持っており、そのうち、最も関心が高い分野は食品の安全性（８８．

６％）でした。また、この 1 年間で商品の購入やサービスの利用に当たり被害に

遭ったり、商品サービスに不満を感じた人の割合は１７．２％で、その対象は食

料品（４５．６％）が最も多い結果となっています。 

 

 図表１１．[消費者アンケート問２] 関心のある消費者問題（複数回答あり） 

88.6%

71.8%

64.9%

52.0%

32.9%

12.1%

0.9%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0% 90.0% 100.0%

食品の安全性

偽装表示や事業者による商品・

サービスに関する偽りの情報

強引な勧誘、不正な利殖商法、

架空請求などの悪質商法

製品の欠陥により生じる事故

施設の欠陥により生じる事故

多重債務

その他

ｎ＝2,060
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図表１２．[消費者アンケート問６] 被害や不満を感じた商品・サービス（複数回答あり） 

45.6%

17.4%

16.4%

13.0%

9.3%

9.0%

8.6%

8.3%

8.1%

7.4%

7.4%

7.2%

6.5%

6.0%

4.6%

3.9%

3.5%

1.6%

1.2%

0.2%

6.9%

0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0% 35.0% 40.0% 45.0% 50.0%

食料品

教養娯楽品

住居品

被服品

修理・補修

車両・乗り物

金融

保健衛生品

保健・福祉サービス

土地・建物・設備

運輸・通信サービス

光熱水品

クリーニング

工事・建築・加工

内職商法・マルチ商法

行政サービス

教育サービス

レンタル・リース・賃借

教養・娯楽サービス

管理・保管

その他

ｎ＝432
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

課題１１ 

市民が最も関心を持っている消費者問題の分野は、食品の安全に関するも

のであり、実際に経験した消費者トラブルも食品に関連するものが多い。そ

のため、食品の安全性の確保を目指す施策を進めていく必要がある。 
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11.7%

27.6%

55.9%

4.8%

いずれも設置していない

設置している

自社内では設置していないが、

業界団体で設置している

無回答

14.1%

50.0%

35.9%

明文化はしていない

明文化している

無回答

 (ｲ) 事業者の状況 

ａ 事業者の消費者問題への取組状況 

消費生活アンケート調査（事業者対象）によると自社内・業界団体において、

消費者対応担当者や担当部門を設置していない事業者は、５５．９％となってい

ます。消費者対応担当者は「他の職務と兼任」の割合が、消費者対応担当部門の

設置形態は「他の組織と兼ねている」割合が最も高くなっています。消費者対応

担当者や担当部門の今後の方向性としては、設置済み事業者・業界団体において

は、「現状で対応可能である」（５４．１％）が最も多く、未設置の事業者・業界

においては、「今後も設置する予定はない」（８８．３％）という回答が最も多く

なっています。 

消費者からの意見や苦情、問い合わせについては、「ない又はほとんどない」が

最も多く、３８．９％でした。これは、消費者が、事業者の消費者相談窓口等を

知らないことが要因の一つと考えられます。 

また、社訓や社是で、コンプライアンスを重視する企業理念や経営方針を明文

化している事業者は３５．９％、安全を重視する企業理念や経営方針の確立につ

いて明文化している事業者は３１．３％でした。 

 

図表１３．[事業者アンケート問１]消費者対応を行う担当者や担当する部門の 

設置について 

 

 

 

 

 

 

図表１４．[事業者アンケート問７]コンプライアンスを重視する企業理念、 

経営方針の社訓や社是への明文化について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

課題１２ 

消費者問題は、今後、さらに複雑化・多様化していくと考えられる中、

事業者自身が消費者対応について検討し、コンプライアンスや安全を重視

してもらえるよう、事業者に対し啓発をしていく必要がある。 
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ｂ 事業者が充実すべき分野や消費者が望む事業者からの情報 

消費生活アンケート調査（事業者対象）によると、事業者が充実すべき分野に

ついて、事業者は、「消費者に必要な情報を提供すること」（２２．６％）が最も

重要だと考えていますが、これについて消費者は、回答数の多い方から数えて 7

番目の順位となっています。 

消費者は、「消費者の志向や苦情・意見を参考にした商品・サービスの開発や販

売体制整備」（３９．６％）や「わかりやすい契約書やパンフレットなどの整備」     

（３７．３％）という形での対応を望んでいます。一方で事業者は、消費者から

の意見や苦情をもとにした対策や改善については、「業務性質上該当しない」が２

２．８％で最も多く、次いで「行っていない」が１９．８％でした。対策や改善

を行わない理由は、「既に対応しており、特に改善の必要性がない。」（２９．５％）

が第１位となっています。 

また、消費者が事業者に期待する情報は、「商品・サービスに伴う危険性、制

限事項」（６７．１％）が最も多く、「商品・サービスに関する基礎知識」（５７．

９％）、「過去の事故事例、不具合の事例」（４８．１％）、「商品・サービスの安全

性に関する裏づけ（認定証、マークなど）」（４５．４％）、「クーリングオフ等の

範囲と手続方法」（４４．７％）と続き、「特にない」は、３．１％でした。 

 

図表１５．[事業者アンケート問１０]事業者が早急に取り組むべき対応（複数回答あり） 

22.6%

21.3%

12.4%

6.5%

4.1%

33.0%

0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0% 35.0%

消費者に必要な情報を提供すること

消費者の安全および取引の公正を確保すること

苦情処理の体制を確立し、適切に処理すること

行政の消費者施策に協力すること

取引に際し、消費者の年齢、知識、経験及び

財産の状況等に配慮すること

無回答

Ｎ＝460
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図表１６．[消費者アンケート問２２]事業者に対する期待について(複数回答あり) 

39.6%

37.3%

36.9%

34.2%

31.4%

23.6%

13.3%

12.2%

8.4%

0.9%

0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0% 35.0% 40.0% 45.0%

消費者の志向や苦情・意見を参考にした

商品・サービスの開発や販売体制整備

わかりやすい契約書やパンフレットなどの整備

商品・サービスの安心・安全への配慮

アフターサービスの充実

消費者の立場を第一に考えた価格や契約条件の設定

環境に配慮した商品・サービスの製造・販売

消費者への情報提供

消費者対応のための部署や相談窓口の整備

消費者対応の担当者に対する教育・訓練

その他

Ｎ＝2,518  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

課題１３ 

事業者の考える消費者対応と消費者の望む事業活動には、ギャップがあ

る。そのため、消費者からの意見、苦情等をヒントにして今後の事業活動に

反映してもらえるよう、事業者に対し啓発をしていく必要がある。 

また、事業者から消費者への情報提供においては、消費者が望む情報が提

供されるなど、消費者の意見・要望等が事業活動に反映されるよう事業者に

働きかけていく必要がある。 
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(ｳ) その他 

ａ 条例関連 

(a) 条例の基準等 

消費生活アンケート調査（消費者対象・事業者対象）によると、大半の商品・

サービスで、既存の法律における商品やサービスの品質、アフターサービス、

商品の包装について、事業者に比べて消費者の方が「基準が不十分である」と

考えています。その差が特に大きかったのは、食料品（消費者３４．８％、事

業者１６．７％）、保健・福祉サービス（消費者１９．３％、事業者１１．７％）、

保健衛生品（消費者１３．７％、事業者５．７％）などです。 

一方、事業者が「基準が不十分である」と考えているのが消費者を上回った

のは、行政サービス（消費者９．１％、事業者１１．７％）、教育サービス（消

費者４．６％、事業者６．７％）、レンタル・リース・賃借（消費者２．２％、

事業者３．７％）などでした。 

また、「基準を定める必要はない」は、消費者１０．０％に対して事業者は１

８．７％でした。 

図表１７．[消費者アンケート問１１及び事業者アンケート問１８]基準が不十分

だと思う商品・サービスについて(複数回答あり) 

34.8%

19.3%

13.7%

11.7%

10.2%

10.0%
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4.6%

3.6%

3.2%

2.2%

1.9%

0.7%
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課題１４ 

今後、条例に基づいて個別の商品・サービスにおける基準の策定について

調査・研究を進めていく必要がある。 

 

引き続き市民や事業者に対して、条例を知っているとどう役立つかなどの周知

を続けていくことが必要である。 
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(b) 条例の周知 

消費生活アンケート調査（消費者対象・事業者対象）によると、条例につい

て、知っていたのは、消費者１３．７％、事業者２０．０％、逆に知らなかっ

たのは、事業者７０．２％、消費者８３．１％でした。 

 

図表１８．[消費者アンケート問１１及び事業者アンケート問１８]消費生活条例

について 

13.7%

83.1%

3.3%

20.0%

70.2%

9.8%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0% 90.0%

知っていた

知らなかった

無回答

消費者 事業者
Ｎ（消費者）＝2,518
Ｎ（事業者）＝　460

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

課題１５ 

引き続き市民や事業者に対して、条例を知っているとどう役立つかなどを

含めて周知・啓発をしていくことが必要である。 
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ｂ 消費生活に関する相談窓口・機関の周知等 

消費生活アンケート調査（消費者対象）によると、消費生活に関する相談窓口・

機関（広島市消費生活センター、広島県生活センター、国民生活センター、消費

者庁）で最も認知されているのは「広島市消費生活センター」（７５．６％）で、

利用率についても「広島市消費生活センター」が最高で１１．３％でした。 

また、消費生活アンケート調査（事業者対象）によると、最も認知されている

のは「広島市消費生活センター」（３５．０％）で、認知度は他の３つの相談窓口・

機関に比べて高いものの、「名称は聞いたことがあるが、業務内容までは知らない」

事業者（４６．７％）が他の窓口・機関と大きく違わない結果となっています。 

 

図表１９．[消費者アンケート問４] 消費者相談窓口・機関について 

相談窓口・機関名 

知っているか   利用したことは 

知って

いる 

知らな

い 
無回答   ある ない 無回答 

広島市消費生活センター 75.6% 20.5% 3.9%   11.3% 82.6% 6.1% 

広島県生活センター 28.1% 48.6% 23.3%   1.7% 74.3% 23.9% 

国民生活センター 37.7% 39.0% 23.3%   0.6% 75.1% 24.3% 

消費者庁 40.2% 36.7% 23.2%   0.1% 75.4% 24.5% 

 

図表２０．[事業者アンケート問１７] 消費者相談窓口・機関について 

35.0%

46.7%

7.0%
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19.8%

19.6%

13.7%

53.7%

14.3%

18.3%

13.3%

53.7%

14.6%

18.5%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0%

名称も業務内容も知っている

名称は聞いたことがあるが、

業務内容までは知らない

名称も業務内容も知らない

無回答

広島市消費生活センター 広島県生活センター 国民生活センター 消費者庁
Ｎ＝460  

 

 

 

 

課題１６ 

広島市消費生活センターは相談窓口・機関として広く市民に認知されて

いる（７５．６％）。利用率は、他の相談窓口・機関より高いが、１１．３％

に過ぎないため、消費者にとって更に利用しやすい消費生活センターを目

指し、啓発活動を進めていく必要がある。  

事業者に対しては、消費生活センターの周知を図る必要がある。 
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47.6%

30.2%

18.3%

17.9%

16.3%

15.1%

1.6%

0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0% 35.0% 40.0% 45.0% 50.0%

学校における消費者教育

家庭における消費者教育

市・県等が行っている消費生活に関する講座・講演会等

地域（町内会など）で主催される講習会・講演会等

民間の企業や団体等が行う消費生活に関する講座・講演会等

会社・勤務先での消費生活に関する研修等　

その他

ｎ＝252

    ｃ 消費者教育・啓発  

(a) 消費者教育・啓発の現状 

広島市では、消費生活出前講座において、消費生活専門相談員等の専門家を派      

遣し、消費者トラブルの実例を通して消費生活における基礎知識の普及啓発に努

めています。平成２３年度（２０１１年度）の派遣実績は６３回であり、派遣先

は回数の多い順に高齢者を含む一般消費者、民生委員・包括支援センター職員で

高齢者を見守る人たちと続き、これらで全体の７割以上を占めます。 

また、消費生活アンケート調査（消費者対象）によると、消費者教育を受け

た経験があるのは全体の１０．０％で、年齢別に見ると、１０歳代（４０．５％）、

２０歳代（２８．６％）と若い世代が多く、年齢が増すにつれて消費者教育の

受講経験は尐なくなっています。受講した消費者教育の種類は、「学校におけ

る消費者教育」（４７．６％）、「家庭における消費者教育」（３０．２％）が多

く、「市・県等」(１８．３％)、「地域（町内会など）」(１７．９％)、「民間の

企業や団体等」(１６．３％)、「会社・勤務先」(１５．１％)が行っている講

習会・講座・研修等は、２０％を下回りました。 

消費者教育を行う場で最も重要なのは、「新聞・テレビ等マスコミを通じて」

（６２．１％）と考えられており、消費生活全般に関する情報源は、「新聞、

雑誌、情報紙」（８５．０％）、「テレビ、ラジオ」（８１．６％）といったマス

メディアが上位を占めています。インターネットは若者の利用率が高く、市の

広報紙は５０歳代以上の利用率が高くなっています。市のホームページの認知

度は６．９％、消費生活情報紙「知っ得 なっとく」の認知度は２３．９％で

した。 

 

図表２１．[消費者アンケート問１６]これまでに受けた消費者教育について（複

数回答あり） 
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85.0%

81.6%

50.9%

39.4%

35.2%

19.2%

4.4%

3.4%

2.4%

2.1%

1.9%

0.7%

3.4%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0% 90.0%

新聞、雑誌、情報紙

テレビ、ラジオ

友人などからの情報（口コミ）

インターネット情報

市の広報紙(「広島市民と市政」、

「知っ得　なっとく」など)

企業から届く広告（ダイレクトメール）

相談機関・窓口（消費者庁や市・県の

消費生活センターなどの公的なもの）

図書館等公共施設の情報や資料

消費生活に関する講座・講演会

相談機関・窓口（企業・事業者団体の

お客様相談窓口など）

学校の授業等

その他

特に利用していない

Ｎ＝2,518

図表２２．[消費者アンケート問１８] 消費者教育の重要な場について（複数回答あり） 

62.1%

39.3%

35.8%

35.5%

17.9%

11.2%

0.9%

0.8%

5.1%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0%

新聞・テレビ等マスコミを通じて

学校

家庭

地域（町内会など）

消費生活センター

会社・勤務先

特に教育の必要はない

その他

分からない

Ｎ＝2,518  

図表２３．[消費者アンケート問１２] 消費生活全般に関する情報源（複数回答あり） 

 

 

 

 

 

課題１７ 

消費者教育は、十分に行われているとは言えない状況にあり、教育委員

会との連携や事業者への働きかけも含め、年齢その他の特性に配慮した消

費者教育・啓発の推進を行っていく必要がある。 

  また、情報発信のツールとして、ホームページだけではなく、市の広報紙

や消費生活情報紙「知っ得 なっとく」についても内容を充実させ、継続

して発行する必要がある。 
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 (b) 市民が望む広島市消費生活センターからの情報  

消費生活アンケート調査（消費者対象）によると、今、何が起きていて、どう

対処すべきかの具体例である「悪質業者などの情報や事故、被害の実例」(７２．

２％)､｢現実に消費者が行う取引で生じがちなトラブル（契約、解約、偽装表示、

安全性など）への対処方法」(７１．７％)と、被害に遭った場合に備えての情

報である「苦情の相談機関、処理機関の役割や利用方法の紹介」(５０．０％)

について、情報を得たいと考えている市民が多いことが分かります。 

図表２４．[消費者アンケート問１４] 市民が望む広島市消費生活センターから

の情報について（複数回答あり） 

72.2%

71.7%

50.0%

39.7%

28.0%

24.2%

12.0%

1.0%

5.5%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0%

悪質業者などの情報や事故、被害の実例

現実に消費者が行う取引で生じがちなトラブルへの対処方法

苦情の相談機関、処理機関の役割や利用方法の紹介

消費者に関わりの深い法律、制度の紹介、解説

商品テストや商品・サービスの比較調査の結果

商品・サービスの環境への影響（リサイクルできるかなど）

消費者団体・企業の消費者向けの活動内容

その他

特にない

Ｎ＝2,518

 

 

 

  

 

課題１８ 

消費生活センターから市民への情報提供は、消費者被害と対処方法の具

体例、被害相談窓口に関する情報その他消費者に役立つ情報一般を対象と

して行う必要がある。また、マスコミの効果的な活用を考える必要がある。 

 


